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は
じ
め
に

　
現
在
、
天
津
市
東
南
部
の
小
站
鎮
は
「
小
站
稲
」
の
産
地
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
開
墾
は
宋
代
に
も
遡
り
、
そ
の
後
明
清

以
来
何
度
も
行
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
現
在
の
よ
う
な
「
小
站
稲
」
の

産
地
と
し
て
の
小
站
の
発
展
の
基
礎
を
作
っ
た
の
は
、
清
末
光
緒
年

間
（
一
八
七
五
〜
一
九
〇
八
）、
李
鴻
章
の
部
下
で
あ
っ
た
淮
軍
系

の
将
領
周
盛
伝
、
お
よ
び
彼
の
率
い
た
盛
軍
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
日
本
の
満
鉄
調
査
部
は
一
九
四
二
年
に
天
津
小
站
で
水

利
慣
行
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
調
査
結
果
は
『
中
国
農
村
慣

行
調
査
』
第
六
〉
1
〈

巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
管
見
の
限
り
で

は
、
日
本
で
は
こ
の
地
域
に
対
す
る
研
究
は
な
く
、
同
書
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
河
北
省
邢
台
県
の
水
利
問
題
に
つ
い
て
多
く
の
研
〉
2
〈

究
が
あ

る
の
と
好
対
照
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
日
本
の
水
利
史
研
究
の
焦

点
の
一
つ
が
村
落
と
水
利
組
織
と
の
関
係
に
あ
り
、
邢
台
県
の
場
合

は
応
答
者
の
多
く
が
村
落
の
村
長
ク
ラ
ス
や
、
水
利
組
織
の
役
員
で

あ
り
、
村
落
や
水
利
組
織
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
多
く

の
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
天
津
小
站
の
場
合
は
、
応

答
者
の
多
く
が
南
北
運
河
河
務
局
や
河
北
省
農
田
管
理
局
の
関
係
者

で
あ
り
、
彼
ら
の
多
く
は
日
中
戦
争
開
始
以
後
、
転
属
し
て
き
た
者

が
多
く
、
そ
れ
以
前
の
事
に
つ
い
て
詳
し
く
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ま

た
村
落
レ
ベ
ル
で
の
水
利
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
よ
く
知
ら
ず
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

よ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
邢
台
県
の
場
合

は
、
水
利
組
織
は
民
間
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
津
小
站
の
場

近
代
天
津
小
站
営
田
の 

水
利
に
つ
い
て

馬 
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合
は
南
北
運
河
河
務
局
や
河
北
省
農
田
管
理
局
等
の
官
側
の
組
織
で

あ
り
、
官
側
の
組
織
が
水
利
や
農
田
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
る

か
と
い
う
点
で
は
、
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
お
り
、
資
料
価
値
が

あ
る
。

　
な
お
中
国
で
も
天
津
小
站
の
水
利
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
く
な
い

が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
ま
ず
郭
鴻
林
論
〉
3
〈

文
が
注
目
さ
れ
る
。
郭
論

文
は
近
代
小
站
の
開
拓
者
で
あ
る
周
盛
伝
の
屯
墾
に
つ
い
て
大
変
詳

し
い
論
文
で
あ
り
参
考
に
な
る
。
た
だ
郭
論
文
は
、
屯
懇
初
期
の
光

緒
元
年
か
ら
光
緒
七
年
ま
で
の
み
を
対
象
に
し
て
お
り
、
そ
の
後
の

時
期
は
述
べ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
王
建
革
論
〉
4
〈

文
、
お
よ
び
最
近
出
版

さ
れ
た
王
建
革
著
〉
5
〈

書
が
注
目
さ
れ
る
。
王
建
革
論
文
は
、『
中
国
農

村
慣
行
調
査
』
も
資
料
と
し
て
使
い
な
が
ら
、
邢
台
県
を
含
む
滏
陽

河
上
流
と
天
津
小
站
地
区
を
対
比
し
、
前
者
は
渠
道
灌
漑
と
、
水
利

組
織
で
あ
る
閘
会
と
可
分
性
の
用
水
権
を
社
会
的
に
連
携
さ
せ
た
水

利
社
会
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
は
土
地
私
有
制
を
基
礎
と
す
る
旱
地

の
水
利
モ
デ
ル
で
あ
り
、
一
方
後
者
の
清
末
民
初
の
天
津
小
站
営
田

は
国
家
支
配
下
の
冠
水
防
止
と
旱
害
克
服
を
一
体
と
す
る
水
利
集
権

モ
デ
ル
で
あ
る
と
し
、
そ
の
特
徴
は
国
家
の
支
配
と
初
期
の
土
地
公

有
で
あ
る
と
す
る
興
味
深
い
二
つ
の
分
析
モ
デ
ル
を
提
起
し
て
い

る
。
さ
ら
に
最
近
出
版
さ
れ
た
王
建
革
著
書
は
生
態
環
境
と
社
会
機

構
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
を
行
っ
た
力
作
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
章

で
、
王
論
文
よ
り
さ
ら
に
対
象
地
域
を
拡
大
し
、
大
清
河
下
流
の
水

禍
防
御
を
例
と
し
て
環
境
変
遷
、
河
流
の
管
理
お
よ
び
中
央
政
府
と

の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
、
さ
ら
に
邢
台
県
を
含
む
滏
陽
河
上
流
の

水
利
社
会
の
分
析
を
し
、
ま
た
天
津
小
站
地
区
を
含
む
湿
地
地
区
の

水
利
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
た
だ
周
盛
伝
の
創
建
の
時
期
に
つ

い
て
は
あ
ま
り
ふ
れ
て
い
な
い
し
、
一
九
四
〇
年
代
満
鉄
の
調
査
の

時
の
こ
と
も
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
。
特
に
当
時
、
水
利
の
管
理
は
主

と
し
て
、
①
南
北
運
河
河
務
局
、
②
河
北
省
小
站
農
田
管
理
局
、
③

そ
れ
以
外
に
村
や
農
民
個
人
が
行
う
と
い
う
三
層
構
造
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
の
違
い
が
明
確
で
は
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
小
站
営
田
の
水
利
に
つ
い
て
周
盛
伝
の

創
建
の
時
か
ら
、
一
九
四
〇
年
代
満
鉄
の
調
査
時
ま
で
の
変
遷
に
つ

い
て
統
一
的
に
採
り
上
げ
て
述
べ
た
い
。

一
　
周
盛
伝
に
よ
る
小
站
営
田
建
設

　
同
治
九
年
（
一
八
七
〇
）、
李
鴻
章
は
命
に
よ
り
直
隷
総
督
兼
北

洋
通
商
大
臣
と
な
っ
た
。
同
治
一
〇
年
李
鴻
章
の
上
奏
に
よ
り
、
周

盛
伝
は
畿
輔
に
駐
屯
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
軍
で
あ
る
盛
字
営
、

伝
字
営
等
と
と
も
に
、
山
東
省
の
済
寧
よ
り
直
隷
省
青
県
の
馬
廠
に

移
動
し
た
。
周
盛
伝
お
よ
び
盛
軍
が
こ
の
地
に
派
遣
さ
れ
た
目
的

は
、
海
防
の
た
め
で
あ
り
、
同
治
一
二
年
よ
り
同
治
一
三
年
九
月
に

か
け
て
天
津
の
東
南
の
大
沽
海
港
に
近
い
新
城
の
修
築
と
砲
台
建
設

を
行
っ
た
。
そ
の
時
工
事
の
た
め
の
労
働
力
は
民
間
か
ら
徴
募
す
る

こ
と
な
く
盛
軍
の
兵
士
を
動
員
し
、
そ
の
工
事
費
用
は
、
清
朝
か
ら



図１　小站地図
出所：『中国農村慣行調査』第６巻、190頁。
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支
給
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
盛
軍
兵
士
の
給
与
を
支
払
わ
ず
に
そ
れ
に

あ
て
〉
6
〈

た
。
同
治
一
三
年
、
日
本
軍
が
台
湾
に
出
兵
し
、
李
鴻
章
の
唱

え
る
海
防
は
当
時
よ
り
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
李
鴻
章
は
同
時
に
津
沽
一
帯
の
屯
墾
を
試
行
す
る
こ
と
を
周
盛
伝

に
命
じ
、「
盛
伝
は
新
城
を
建
築
す
る
暇
に
、
試
み
に
一
万
畝
を
開

墾
し
、
千
石
を
収
穫
し
〉
7
〈

た
」。
そ
の
後
光
緒
元
年
（
一
八
七
五
）
二

月
、
盛
軍
は
馬
隊
が
馬
廠
に
留
ま
っ
た
外
、
歩
隊
な
ど
の
他
の
部
隊

は
東
方
の
天
津
小
站
に
移
屯
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
新
し
い
鎮
を
建

立
し
、
そ
れ
が
新
農
鎮
、
ま
た
は
興
農
鎮
と
よ
ば
れ
、
後
世
そ
れ
が

小
站
鎮
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
小
站
墾
区
の
水
利
建
設
は
二
期
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
た
。
第
一
期

は
海
河
の
水
を
引
く
工
程
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
述
べ
る

と
、
光
緒
元
年
、
新
農
鎮
か
ら
東
方
の
新
城
ま
で
の
三
十
余
里
の
減

河
を
引
き
、
ま
た
新
農
鎮
か
ら
北
方
へ
鹹
水
沽
で
海
河
に
つ
な
が
る

二
十
余
里
の
小
閘
子
引
河
を
開
い
た
。
光
緒
二
年
、
減
河
の
下
流
で

新
城
か
ら
東
方
の
西
大
沽
ま
で
約
三
十
里
を
開
き
東
側
で
も
海
河
に

つ
な
が
っ
た
。
ま
た
新
農
鎮
の
西
方
の
減
河
上
流
の
常
流
荘
ま
で
の

三
五
里
を
開
い
た
。
以
上
の
結
果
、
新
農
鎮
で
減
河
と
小
閘
子
引
河

が
交
差
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
減
河
の
左
・
右
岸
に
四
丈

河
、
五
丈
河
、
四
合
堂
河
、
大
公
河
、
南
双
閘
子
河
、
中
堂
河
の
六

つ
の
溝
河
を
引
い
た
。
ま
た
墾
区
の
周
囲
に
環
溝
を
引
き
、
そ
の
東

南
端
か
ら
大
溝
を
東
方
の
新
城
ま
で
引
い
て
、
塩
水
を
排
出
さ
せ

た
。
ま
た
新
農
鎮
周
辺
に
閘
や
橋
を
造
っ
た
。
こ
れ
ら
の
工
事
の
主
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要
部
分
は
、
光
緒
三
年
に
完
成
し
、
光
緒
七
、八
年
に
拡
幅
な
ら
び

に
河
底
を
深
く
掘
る
工
事
が
行
わ
れ
〉
8
〈

た
。

　
第
一
期
工
事
の
最
中
、
光
緒
三
年
一
月
、
盛
軍
が
哥
老
会
に
襲
撃

さ
れ
る
事
件
が
起
き
た
。
す
な
わ
ち
「
正
月
初
め
訪
ね
聞
く
に
近
頃

哥
（
老
会
）
匪
の
混
迹
あ
り
。
中
軍
に
命
じ
て
何
松
桂
匪
を
吟
味
し

て
捕
ら
え
て
詳
細
に
取
調
中
に
、
そ
の
匪
党
が
三
日
夜
潜
か
に
営
外

に
赴
き
、
各
軍
が
備
の
あ
る
こ
と
を
見
て
敢
え
て
侵
犯
し
な
か
っ

た
。
遂
に
機
に
乗
じ
て
仁
軍
お
よ
び
左
軍
右
営
、
中
軍
前
営
、
前
軍

右
営
の
営
外
に
積
ん
で
い
た
柴
を
焼
き
、
ま
た
買
売
街
を
放
火
略
奪

し
て
逃
走
し
〉
9
〈

た
」。
資
料
的
に
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
当
時

四
川
、
湖
南
、
湖
北
と
異
な
り
、
哥
老
会
が
天
津
農
村
部
に
い
た
と

は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
の
哥
老
会
は
淮
軍
系
の
盛
軍
の
中
に
潜
ん

で
い
て
、
軍
の
移
動
と
と
も
に
、
南
方
か
ら
移
動
し
て
き
た
可
能
性

が
高
い
と
思
う
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
外
か
ら
見
れ
ば
内
部
の

兵
士
の
反
乱
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
の
結
末

は
、
周
盛
伝
が
馬
隊
を
出
し
て
追
撃
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
親
軍
を

率
い
て
追
撃
し
、
小
韓
村
で
哥
老
会
を
ほ
ぼ
殲
滅
し
た
。

　
ま
た
光
緒
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
、
有
名
な
「
晋
豫
旱
災
」
が

起
き
、
直
隷
省
で
は
逆
に
大
水
害
が
起
き
、
こ
れ
ら
の
自
然
災
害
で

大
飢
饉
が
発
生
し
た
。
盛
軍
の
駐
屯
地
に
も
万
余
の
飢
民
が
助
け
を

求
め
て
や
っ
て
き
た
。
周
盛
伝
は
小
屋
を
設
け
盛
軍
屯
田
会
館
（
光

緒
元
年
、
盛
軍
の
兵
士
の
集
会
の
た
め
に
新
農
鎮
の
外
に
設
立
し

た
。
満
鉄
調
査
時
に
は
こ
の
地
域
に
会
館
村
が
で
き
、
ま
た
こ
こ
に

光
緒
一
七
年
、
盛
軍
の
一
四
営
の
兵
に
よ
り
周
武
壮
公（
周
盛
伝
）お

よ
び
そ
の
兄
周
剛
敏
を
祀
る
周
公
祠
が
造
ら
れ
て
い
た
）
で
粥
を
施

す
と
と
も
に
、
各
村
で
も
粥
を
施
さ
せ
る
等
し
て
救
済
を
行
っ
〉
10
〈

た
。

こ
の
よ
う
な
大
飢
饉
の
発
生
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
第
一
期
の
工
事

は
行
わ
れ
た
。

　
第
二
期
は
、
南
運
河
の
水
を
引
く
工
程
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
南
運

河
静
海
県
靳
官
屯
の
九
宣
閘
か
ら
東
方
へ
第
一
期
で
引
い
た
減
河
の

常
流
荘
ま
で
を
つ
な
げ
る
六
〇
里
の
工
程
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
九

宣
閘
か
ら
西
大
沽
ま
で
、
す
な
わ
ち
南
運
河
か
ら
海
河
ま
で
の
全
長

一
五
〇
里
が
つ
な
が
り
、
こ
の
減
河
を
靳
官
屯
引
河
、
あ
る
い
は
馬

廠
減
河
と
呼
ん
だ
。
こ
の
工
程
は
光
緒
六
年
二
月
か
ら
四
月
ま
で
か

か
っ
た
。

　
馬
廠
減
河
を
通
じ
て
の
南
運
河
の
軟
水
は
、
そ
れ
を
ま
く
な
ど
し

て
小
站
墾
区
の
塩
を
と
り
除
く
の
に
大
変
重
要
な
役
割
を
果
た

し
〉
11
〈

た
。
墾
田
の
面
積
は
、
光
緒
七
年
段
階
で
小
站
墾
区
と
新
城
墾
区

の
熟
田
が
六
万
畝
を
下
ら
ず
、
そ
の
う
ち
新
城
墾
区
だ
け
で
六
千
余

畝
に
達
し
〉
12
〈
た
。

　
と
こ
ろ
で
清
朝
国
家
は
財
政
困
難
に
お
ち
い
っ
て
お
り
、
第
二
期

を
例
と
し
て
あ
げ
る
と
、「
考
察
す
る
に
国
庫
の
金
は
き
わ
め
て
不

足
し
て
い
る
。
状
況
は
民
夫
を
雇
っ
て
行
う
こ
と
は
難
し
く
、
兵
力

を
借
り
ざ
る
を
得
な
い
」。「
盛
軍
歩
隊
十
一
営
、
銘
軍
歩
隊
十
営
、

古
北
口
、
保
定
、
大
名
、
正
定
、
河
間
等
の
処
の
練
軍
歩
隊
十
三

営
、
合
計
三
十
四
営
を
引
き
抜
い
て
移
動
す
る
こ
と
を
命
じ
て
、
堤
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防
を
積
み
上
げ
る
事
を
担
当
す
る
責
任
を
負
わ
せ
〉
13
〈
た
」
と
あ
り
、
こ

れ
ら
の
工
事
は
、
新
城
修
築
と
砲
台
建
設
の
時
と
同
じ
く
兵
士
を
動

員
し
て
行
い
、
盛
軍
は
動
員
さ
れ
た
全
営
数
の
三
分
の
一
弱
の
十
一

営
し
か
占
め
て
お
ら
ず
、
盛
軍
だ
け
で
な
く
他
の
軍
の
兵
士
も
動
員

し
て
短
期
間
に
工
事
を
行
っ
た
。
た
だ
し
第
一
期
は
盛
軍
だ
け
で

行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
次
に
こ
れ
ら
の
土
地
の
耕
種
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
海
防
を
目
的

と
し
た
近
代
的
な
軍
隊
の
場
合
、
兵
士
は
日
常
的
に
訓
練
も
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
耕
種
に
専
念
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
で
ま
ず
光

緒
四
年
冬
、
新
城
の
墾
田
で
試
験
的
に
「
佃
戸
を
招
い
て
二
十
余
畝

を
小
作
さ
せ
」、
そ
れ
以
外
の
土
地
は
「
営
よ
り
人
を
僱
っ
て
耕
種

さ
せ
〉
14
〈

た
」。
つ
ま
り
最
初
か
ら
兵
士
は
土
地
の
開
墾
は
し
た
が
、
耕

種
は
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
土
地
を
小
作
人
に
耕
種
さ
せ
る
面
積

が
拡
大
し
た
。
光
緒
六
年
一
〇
月
か
ら
七
年
二
月
に
か
け
〉
15
〈
て
、
盛
軍

の
営
務
処
は
局
を
設
け
て
新
城
一
帯
お
よ
び
営
よ
り
比
較
的
遠
い
処

で
、
上
中
下
の
熟
田
一
万
四
五
七
〇
余
畝
を
民
人
を
招
い
て
小
作
さ

せ
〉
16
〈
た
。
つ
ま
り
小
站
墾
区
と
新
城
墾
区
全
体
の
六
万
畝
の
土
地
の
二

四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
約
四
分
の
一
の
土
地
が
小
作
人
に
耕
種
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。「
畝
ご
と
に
等
則
を
分
け
、
大
銭
二
百
文
、
一
百

文
を
一
様
で
な
く
斟
酌
し
て
収
め
さ
せ
た
。
車
屋
等
の
項
は
、
時
に

応
じ
て
計
算
し
た
」。
収
め
ら
れ
た
小
作
費
は
別
々
に
各
営
の
将
兵

（
弁
勇
）
に
与
え
て
無
償
「
労
働
の
借
り
の
返
済
」
の
ほ
か
、
余
り

は
新
城
の
義
学
の
用
に
加
え
〉
17
〈

た
。
ま
た
小
作
権
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
民
人
が
領
種
（
小
作
）
す
る
時
に
は
、
盛
軍
の
営
務
処
は
局
照

を
発
行
し
た
が
、
民
人
の
中
に
盛
軍
は
永
く
こ
の
地
に
駐
屯
す
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
移
動
し
た
後
、
小
作
権
の
保
証
に
つ
い
て
不
安
を

述
べ
る
者
が
い
た
の
で
、
小
作
費
を
完
納
し
田
地
を
荒
廃
さ
せ
な

か
っ
た
者
に
は
、
天
津
県
よ
り
田
照
を
発
行
し
て
永
小
作
権
を
保
証

す
る
こ
と
に
し
〉
18
〈

た
。
そ
れ
以
外
の
土
地
は
、
各
営
が
民
夫
を
雇
っ
て

耕
種
さ
せ
〉
19
〈

た
。

　
馬
廠
減
河
や
そ
の
支
河
（
溝
河
）
で
あ
る
耳
河
お
よ
び
橋
の
管

理
、
閘
の
開
閉
の
た
め
に
、
汛
兵
一
二
〇
名
が
置
か
れ
た
（
こ
れ
が

満
鉄
調
査
部
の
調
査
時
の
河
兵
の
前
身
と
思
わ
れ
る
）。
た
だ
し
馬

廠
減
河
流
域
だ
け
で
も
一
四
〇
余
里
あ
る
の
で
、
そ
の
堤
防
を
管
理

す
る
に
は
こ
の
数
で
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
時
期
に
新

し
く
増
え
た
新
農
鎮
や
新
城
の
橋
や
閘
を
管
理
す
る
こ
と
に
し
た
。

た
だ
し
南
運
河
か
ら
馬
廠
減
河
の
分
岐
点
で
あ
る
靳
官
屯
の
九
宣
閘

な
ど
の
橋
閘
は
、
河
汛
が
管
理
し
て
い
て
汛
兵
三
十
余
人
が
も
と
か

ら
防
守
し
て
い
た
。
新
設
さ
れ
た
汛
兵
は
そ
れ
以
外
の
各
処
の
橋
閘

の
守
兵
と
し
て
分
散
し
て
配
置
さ
れ
、
彼
ら
の
食
糧
は
営
田
か
ら
供

給
し
、
余
り
が
出
れ
ば
保
留
し
て
橋
閘
の
修
理
の
費
用
と
し
た
。
そ

の
他
に
「
な
お
規
則
を
厳
し
く
定
め
、
民
人
が
溝
地
を
侵
占
す
る
こ

と
を
許
さ
ず
、
上
流
の
水
を
漏
ら
す
こ
と
の
無
い
よ
う
に
さ
せ
た
」

と
し
、
小
站
の
上
流
で
の
用
水
を
禁
止
し
〉
20
〈
た
。

　
そ
の
後
周
盛
伝
は
光
緒
八
年
、
湖
南
提
督
と
な
っ
た
が
、
天
津
に

と
ど
ま
り
将
兵
に
西
洋
式
の
訓
練
を
行
っ
た
。
光
緒
一
一
年
（
一
八
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八
五
）、
母
が
亡
く
な
り
原
籍
地
で
あ
る
安
徽
省
の
合
肥
に
戻
り
喪

に
服
し
た
が
、
そ
の
直
後
に
死
亡
し
、
武
壮
の
諡
を
与
え
ら
れ
た
。

そ
の
兄
周
盛
波
が
湖
南
提
督
の
職
と
、
盛
軍
の
指
揮
を
引
き
継
ぎ
、

さ
ら
に
小
站
の
営
田
経
営
を
行
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
周
盛
波
も
光

緒
一
四
年
（
一
八
八
八
）
に
死
亡
し
、
剛
敏
の
諡
を
与
え
ら
れ
た
。

そ
の
後
も
盛
軍
は
小
站
の
営
田
経
営
を
行
っ
た
が
、
光
緒
二
〇
年

（
一
八
九
四
）、
日
清
戦
争
が
始
ま
る
と
盛
軍
は
前
線
に
出
動
し
、
全

軍
壊
滅
し
て
盛
軍
の
編
成
が
撤
廃
さ
れ
〉
21
〈

た
。

二
　
清
末
の
小
站

　
盛
軍
の
編
成
が
撤
廃
さ
れ
て
以
後
、
日
清
戦
争
後
の
光
緒
二
二
年

（
一
八
九
六
）、
新
た
に
小
站
営
田
局
が
設
立
さ
れ
、
直
隷
総
督
に
属

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
営
田
は
従
来
の
軍
の
管
理
か
ら
行

政
の
管
理
に
移
さ
れ
、
軍
田
か
ら
官
田
と
な
っ
た
。
小
站
営
田
局
は

小
站
、
新
城
、
鹹
水
沽
の
営
田
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
〉
22
〈
た
。
そ
の

時
に
、
さ
ら
に
佃
戸
を
招
い
て
小
作
さ
せ
小
作
料
を
納
め
さ
せ
た
。

た
だ
し
前
述
し
た
よ
う
に
墾
田
が
水
利
の
面
で
ほ
ぼ
完
備
さ
れ
た
初

期
段
階
の
光
緒
七
年
段
階
で
さ
え
、
小
站
と
新
城
の
墾
田
面
積
の
四

分
の
一
が
永
佃（
永
小
作
）権
を
認
め
た
佃
戸
に
貸
し
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
比
重
は
盛
軍
が
前
線
に
出
動
し
た
光
緒
二
〇
年

段
階
で
は
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
「
佃
戸
は
多
く
盛
軍
の
旧
部
隊
の
関
係
者
で
あ
り
、
昔
開
墾
に

尽
力
し
た
者
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
〉
23
〈
る
が
、
満
鉄
の
調
査
で
は
全
軍
出

動
し
た
後
、
戻
っ
て
き
た
兵
士
は
少
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
〉
24
〈

り
、

盛
軍
の
兵
士
出
身
の
佃
戸
は
数
的
に
は
少
数
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
。
営
田
に
働
い
て
い
る
佃
戸
が
、
自
ら
の
優
先
的
な
用
水
権

を
維
持
す
る
口
実
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
盛
軍
の
兵
士
が
多
い
と
主

張
し
た
可
能
性
が
強
い
。
な
お
光
緒
三
一
年
（
一
九
〇
五
）
に
墾
務

局
が
で
き
、
し
ば
ら
く
し
て
営
田
局
と
合
併
し
、
天
津
営
田
墾
務
総

局
と
な
っ
〉
25
〈

た
（
た
だ
し
本
稿
で
は
こ
れ
以
後
も
営
田
局
の
名
称
を
使

用
す
る
）。

　
盛
軍
が
去
っ
た
後
、
小
站
に
は
新
し
い
軍
隊
が
駐
屯
し
た
。
す
な

わ
ち
日
清
戦
争
後
の
光
緒
二
一
年
、
清
朝
は
淮
軍
が
壊
滅
し
た
の
で

新
軍
を
結
成
し
定
武
軍
と
名
付
け
、
胡
燏
棻
に
訓
練
を
命
じ
、
彼
は

こ
の
訓
練
を
小
站
で
行
っ
た
。
そ
の
後
袁
世
凱
が
そ
の
職
を
引
き
継

ぎ
、
定
武
軍
を
有
名
な
新
建
陸
軍
（
新
軍
）
と
改
名
し
、
小
站
に
駐

屯
し
な
が
ら
訓
練
を
行
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
盛
軍
の
壊
滅
と
そ
の
編
成
の
廃
止
に
よ
り
、
小
站
営
田

は
盛
軍
の
も
と
で
保
持
し
て
い
た
減
河
の
優
先
的
な
用
水
権
が
、
上

流
で
の
開
墾
に
よ
り
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
。
特
に
こ
の
傾
向
は
、
清

末
南
運
河
の
水
量
が
減
少
し
て
い
く
と
、
営
田
に
と
っ
て
深
刻
な
問

題
に
な
っ
た
。

　
ま
ず
日
清
戦
争
後
、
民
人
が
営
田
の
上
流
で
墾
田
を
し
て
水
を
求

め
て
き
た
の
に
対
し
て
、
営
田
局
は
当
時
は
水
量
が
豊
富
で
あ
っ
た

の
で
、
ま
ず
営
田
に
用
水
し
余
り
を
民
田
に
分
け
る
こ
と
と
、
民
田
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は
畝
ご
と
に
津
貼
銭
二
百
文
を
納
め
、
そ
れ
を
河
を
さ
ら
い
閘
を
修

理
す
る
の
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
と
い
う
規
則
を
定
め
た
。
す
な
わ

ち
従
来
の
上
流
で
の
民
田
開
墾
禁
止
策
か
ら
条
件
付
き
で
民
田
の
開

墾
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
当
時
の
民
田
は
数
十
頃
（
数
千

畝
）
に
過
ぎ
〉
26
〈
ず
、
下
流
の
営
田
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
脅
威
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
状
況
は
「
庚
子
（
一
九
〇
〇
年
）
後
、
富

裕
な
士
紳
、
大
商
人
が
競
争
し
て
土
地
を
購
入
し
て
墾
田
に
〉
27
〈

し
」、

す
な
わ
ち
資
本
蓄
積
し
た
富
裕
な
士
紳
、
大
商
人
が
農
田
開
発
に
投

資
を
し
始
め
一
変
し
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
背
景
に
は
、
一
九
〇

一
年
以
後
、
清
朝
が
光
緒
新
政
を
開
始
し
、
様
々
な
産
業
育
成
策
を

と
り
農
業
分
野
で
も
そ
の
一
環
と
し
て
農
田
開
発
を
推
し
進
め
た
こ

と
、
お
よ
び
一
九
〇
一
年
以
後
、
直
隷
総
督
兼
北
洋
大
臣
に
袁
世
凱

が
就
任
し
、
彼
が
直
隷
で
清
朝
国
家
の
上
述
の
方
針
を
推
し
進
め
た

こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。
馬
廠
減
河
上
流
の
農
田
開
発
の

主
体
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
株
に
よ
る
出
資
金
を
集
め
た
公
司
も

参
加
し
て
い
た
。

　
大
規
模
な
農
田
開
発
の
例
と
し
て
、「
張
道
健
勲
一
人
が
つ
い
に

三
百
余
頃
の
多
き
に
至
っ
た
。
す
で
に
安
価
で
営
田
の
上
流
地
を
得

て
、
去
年
営
田
を
請
け
負
っ
て
行
う
事
を
名
目
に
し
て
、
河
水
を
遮

り
そ
の
荒
れ
地
を
浸
し
た
。
営
田
の
佃
戸
が
多
く
集
ま
り
、
生
命
を

か
け
て
相
争
い
、
大
禍
を
醸
成
す
る
ほ
ど
に
至
っ
た
。
営
田
も
災
害

を
報
じ
〉
28
〈

た
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
光
緒
二
八
、二
九

年
（
一
九
〇
二
、〇
三
）、
農
務
局
憲
黄
が
上
流
の
種
福
台
一
帯
を
調

査
し
て
、
荒
れ
地
を
大
い
に
開
墾
し
よ
う
と
し
た
が
、
営
田
に
不
利

に
な
る
の
で
止
め
た
。
ま
た
光
緒
三
〇
年
（
一
九
〇
四
）
に
な
っ

て
、
広
東
の
福
興
公
司
が
株
を
集
め
て
、
種
福
台
に
来
て
荒
れ
地
を

買
っ
て
私
田
を
開
墾
す
る
こ
と
を
試
み
、
こ
れ
に
か
こ
つ
け
て
種
福

台
の
官
地
を
請
け
負
い
小
作
し
、
官
の
荒
れ
地
を
開
墾
す
る
こ
と
を

認
め
ら
れ
た
と
称
し
、
朝
宗
橋
の
南
岸
で
昔
か
ら
有
っ
た
佃
民
が
水

を
く
み
取
る
涵
洞
を
一
つ
の
木
閘
に
改
築
し
、
河
の
泥
水
を
田
に
入

れ
る
こ
と
を
請
願
し
た
。
天
津
道
憲
王
が
規
則
を
定
め
、
穀
雨
節

（
陽
暦
四
月
二
〇
日
、
ま
た
は
二
一
日
）
前
数
日
放
水
す
る
こ
と
を

許
し
、
そ
の
時
を
過
ぎ
れ
ば
厳
し
く
閉
め
る
こ
と
を
行
い
、
営
田
に

障
碍
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
三
一
年
、
当
該
公
司
は
ま
た
朝
宗
橋

の
南
岸
で
任
意
に
私
に
一
つ
の
大
石
閘
を
建
て
、
水
が
溢
れ
る
と
き

に
な
る
と
、
木
、
石
閘
の
板
を
啓
い
て
放
水
し
、
専
ら
私
地
に
泥
水

を
入
れ
た
。（
中
略
）。
泥
沙
が
次
々
と
停
滞
し
、
下
流
の
河
底
は
泥

が
沈
殿
し
て
ふ
さ
が
り
、
遂
に
六
、七
尺
の
高
さ
に
至
り
、
水
流
が

流
れ
ず
、
去
年
上
流
の
小
王
荘
で
決
壊
し
、
全
て
の
営
民
等
の
稲
田

出
産
数
は
十
万
金
と
な
る
の
に
、
全
て
旱
害
に
よ
り
荒
廃
し
た
。
ま

た
仁
壽
公
司
が
上
流
の
南
岸
に
涵
洞
設
置
を
し
よ
う
と
し
て
、
禁
止

さ
れ
る
事
も
起
き
〉
29
〈

た
。

　
ま
た
こ
の
時
期
、
南
運
河
の
水
量
が
激
減
し
、
馬
廠
減
河
に
水
を

流
せ
ば
航
運
に
支
障
が
で
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
営
田
の
佃
戸

に
と
っ
て
稲
の
苗
を
植
え
る
芒
種
節
（
陽
暦
六
月
六
日
）
の
前
後
は
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水
が
是
非
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
営
田
局
の
王
総
辦
を
経
て
直

隷
総
督
袁
世
凱
の
批
准
に
よ
り
、
芒
種
節
の
前
後
一
四
日
は
運
河
の

水
の
多
少
に
拘
わ
ら
ず
、
営
田
が
水
を
十
分
に
使
用
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
翌
年
、
南
運
河
か
ら
馬
廠
減
河
へ
の
分
岐
点
の
九

宣
閘
の
呂
千
総
が
期
限
に
な
っ
て
も
閘
板
を
開
け
ず
、
南
運
河
の
水

が
流
れ
ず
、
そ
の
た
め
多
く
の
佃
戸
が
営
田
局
に
き
て
、
九
宣
閘
の

閘
板
を
開
け
る
こ
と
を
請
願
す
る
こ
と
が
起
き
〉
30
〈

た
。

　
こ
の
よ
う
な
民
田
開
発
や
南
運
河
の
水
不
足
な
ど
に
よ
り
小
站
と

新
城
の
営
田
六
万
畝
の
う
ち
、
一
万
余
畝
は
す
で
に
荒
廃
し
、
毎
年

苗
を
植
え
る
四
万
余
畝
も
水
不
足
の
た
め
十
分
な
灌
漑
が
さ
れ
ず
、

十
分
な
収
穫
は
望
み
難
し
と
い
う
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
〉
31
〈

た
。

　
営
田
局
も
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
民
田
開
墾
の
動
き
に
対
抗
し

て
、
民
田
は
南
双
閘
、
北
双
閘
の
二
里
以
内
で
し
か
用
水
の
必
要
性

が
高
い
稲
田
を
作
ら
せ
な
い
と
い
う
規
則
を
作
り
、
稲
田
の
作
れ
る

面
積
を
制
限
し
て
営
田
の
用
水
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
他
に

佃
戸
が
小
作
料
を
納
め
な
い
こ
と
が
無
け
れ
ば
、
永
小
作
権
を
認
め

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
馬
廠
減
河
の
橋
閘
の
管
理
は
、
周
盛
伝
の
時
代
に
は
前
述
し
た
よ

う
な
盛
軍
の
下
の
汛
兵
が
行
っ
て
い
た
。
日
清
戦
争
後
は
馬
廠
減
河

の
閘
の
管
轄
は
天
津
道
に
帰
属
し
た
。
そ
の
後
、
天
津
道
と
営
田
局

の
両
者
の
共
同
管
轄
と
な
っ
〉
32
〈

た
。
な
お
清
代
華
北
の
河
務
を
取
り
扱

う
中
央
機
関
と
し
て
京
畿
河
道
総
辦
処
が
中
央
機
関
と
し
て
華
北
の

河
務
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
光
緒
年
間
か
ら
宣
統
年
間
に
か
け
て
通

州
を
本
部
と
す
る
河
務
道
台
が
い
た
。
こ
れ
が
民
国
以
後
、
河
務
局

と
変
わ
る
。
た
だ
し
馬
廠
減
河
の
管
理
に
は
河
務
道
台
は
関
与
し
て

い
な
か
っ
〉
33
〈

た
。

三
　
民
国
期
の
小
站

㈠
　
民
国
前
期
・
中
期
の
小
站

　
中
華
民
国
成
立
以
後
、
一
九
一
二
年
に
河
務
局
が
成
立
し
各
河
を

管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
河
務
局
が
馬
廠
減
河
の
管
理
に

関
係
す
る
よ
う
に
な
り
、
河
兵
（
後
に
巡
工
夫
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
）
が
堤
防
の
決
壊
を
防
い
だ
り
、
破
損
状
態
を
監
視
し
た

り
、
大
水
の
時
は
決
壊
を
防
ぐ
な
ど
堤
防
の
管
理
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
河
兵
は
馬
廠
減
河
を
三
段
に
分
け
、
一
隊
は
二
、三
〇
名

で
三
隊
で
馬
廠
減
河
の
監
視
を
行
っ
た
。
そ
の
他
に
、
河
兵
の
配
置

以
前
に
、
閘
夫
が
西
は
南
運
河
と
の
分
岐
点
に
あ
る
九
宣
閘
と
小
站

の
東
の
興
農
閘
の
近
く
の
東
閘
口
に
配
置
さ
れ
、
閘
の
開
閉
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
一
九
一
五
、一
六
年
頃
、
順
直
水
利
委
員
会

が
天
津
イ
タ
リ
ア
租
界
に
成
立
し
、
水
利
関
係
の
立
案
を
行
っ
〉
34
〈

た
。

　
営
田
局
は
、
一
九
一
五
年
、
直
隷
省
長
公
署
に
所
属
し
局
長
を
置

き
、
従
来
の
小
站
、
新
城
、
鹹
水
沽
の
ほ
か
に
新
た
に
軍
糧
城
の
官

田
も
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
一
八
年
、
軍
閥
徐
樹
錚
が
小

站
で
兵
を
訓
練
し
、
そ
の
後
営
利
の
た
め
に
開
源
公
司
を
樹
立
し
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た
。
一
九
二
五
年
、
徐
は
軍
糧
城
、
荣
淀
に
農
場
を
作
り
稲
田
を
開

墾
し
、
こ
こ
で
生
産
し
た
も
の
を
小
站
稲
と
称
す
る
と
と
も
に
、
軍

糧
城
に
工
作
站
と
種
稲
実
験
站
を
設
立
し
た
。
こ
れ
が
後
に
軍
糧
城

稲
作
研
究
所
と
な
っ
た
。
一
九
三
〇
年
、
国
民
党
の
傅
作
義
が
天
津

警
備
司
令
を
離
任
す
る
と
き
に
、
知
人
の
南
開
大
学
校
長
張
伯
苓
に

営
田
局
の
局
産
を
管
理
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
、
そ
の
後
南
開
大
学

の
校
産
と
し
て
校
田
営
理
処
で
管
理
し
た
。
一
九
三
七
年
一
月
、
国

民
党
の
宋
哲
元
の
率
い
る
冀
察
綏
靖
公
署
が
回
収
し
、
小
站
営
産

（
営
房
）管
理
局
を
設
立
し
、
小
站
は
再
び
官
田
と
な
っ
〉
35
〈

た
。

　
こ
の
時
期
も
有
力
者
に
よ
る
大
規
模
な
民
田
開
発
が
引
き
続
い
て

行
わ
れ
た
。
代
表
的
な
例
と
し
て
、
前
述
し
た
軍
閥
徐
樹
錚
が
一
九

二
五
年
、
軍
糧
城
、
荣
淀
に
農
場
を
作
り
稲
田
を
開
墾
し
た
も
の
の

ほ
か
に
、
軍
閥
張
敬
堯
が
中
塘
付
近
で
三
万
畝
を
開
墾
し
、
ま
た
営

田
局
長
が
勲
記
公
司
を
作
り
、
中
塘
付
近
で
二
万
畝
の
開
墾
を

行
っ
〉
36
〈
た
。

　
ま
た
用
水
を
め
ぐ
っ
て
、
村
民
同
士
の
直
接
的
な
衝
突
に
な
る
事

件
が
増
え
、
ま
た
静
海
県
民
と
の
争
い
も
起
こ
り
、
そ
の
解
決
は
営

田
局
を
越
え
て
、
よ
り
上
位
の
地
方
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と

が
増
え
た
。
た
と
え
ば
一
九
二
〇
年
頃
の
春
、
上
流
の
静
海
県
の
村

の
者
が
、
潮
宗
橋
、
種（
？
）福

台
に
各
一
個
の
涵
洞
を
作
り
小
站
の
需
水

期
に
引
水
し
た
の
で
、
小
站
の
者
が
涵
洞
を
閉
め
に
い
っ
た
り
、
相

手
側
の
人
間
を
捕
ら
え
た
り
し
て
大
喧
嘩
に
な
っ
た
。
結
局
津
海
道

公
署
に
訴
え
、
小
站
地
区
が
勝
ち
、
下
流
の
小
站
地
区
に
優
先
的
に

水
を
使
わ
せ
る
こ
と
、
六
尺
以
上
の
水
量
の
時
に
は
上
流
の
涵
洞
に

も
引
水
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
天
津
県
民
と
上
流
の
静
海
県

民
と
の
水
争
い
の
場
合
、
両
方
の
県
長
が
相
談
し
て
解
決
し
た
こ
と

も
あ
っ
〉
37
〈

た
。
水
争
い
の
例
と
し
て
一
九
三
四
年
一
一
月
、
静
海
県
王

陰
荘
、
常
流
荘
等
十
余
村
の
村
民
が
、
馬
廠
減
河
上
流
に
涵
洞
を
作

り
引
水
し
た
の
で
、
小
站
地
区
の
者
が
そ
れ
を
破
壊
し
て
械
闘
と

な
っ
〉
38
〈

た
。
そ
の
他
に
県
を
越
え
た
争
い
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、

村
同
士
の
水
争
い
で
発
砲
騒
ぎ
も
起
き
〉
39
〈

た
。

　
盧
溝
橋
事
変
以
前
、
天
津
県
で
は
小
満
節
（
陽
暦
五
月
二
一
日
、

ま
た
は
二
二
日
）
以
後
、
小
站
地
区
が
使
水
す
る
時
に
な
る
と
、
上

流
に
あ
る
五
丈
河
や
南
北
双
閘
は
閉
め
さ
せ
て
水
が
い
か
な
い
よ
う

に
し
た
。
ま
た
溝
河
に
あ
た
る
耳
河
で
も
馬
廠
減
河
よ
り
二
里
以
上

の
土
地
は
先
に
使
水
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
営
田
局
丁
が
二
里
の

地
点
に
派
遣
さ
れ
、
石
壩
を
作
り
水
が
流
れ
な
い
よ
う
に
し
た
（
盧

溝
橋
事
変
以
後
は
、
局
丁
は
派
遣
さ
れ
な
く
な
っ
た
）。
そ
の
た
め

周
囲
の
村
民
と
水
争
い
が
起
き
〉
40
〈
た
。

㈡
　
日
中
戦
争
開
始
後
の
小
站

⑴
　
南
北
運
河
河
務
局
の
水
利
管
理

　
日
中
戦
争
開
始
以
後
、
一
九
三
八
年
二
月
、
南
運
河
河
務
局
と
北

運
河
河
務
局
が
改
組
合
体
し
、
南
北
運
河
河
務
局
と
な
っ
た
。

　
南
北
運
河
河
務
局
は
小
站
営
産（
営
房
）管
理
局
の
後
継
組
織
で
あ

る
農
田
管
理
局
の
管
轄
地
を
含
ん
だ
靳
官
屯
か
ら
西
大
沽
ま
で
の
馬
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廠
減
河
、
な
ら
び
に
両
側
の
堤
防
の
外
で
河
と
平
行
し
て
い
る
耳
河

ま
で
を
、
南
運
河
第
六
段
と
し
て
管
理
し
た
。
な
お
涵
洞
設
置
を
許

可
す
る
場
合
は
、
以
前
か
ら
の
慣
習
も
あ
る
の
で
農
田
管
理
局
と
相

談
し
た
。
こ
の
堤
防
の
管
理
を
す
る
者
を
、
工
巡
夫
あ
る
い
は
以
前

と
同
じ
よ
う
に
河
兵
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
数
は
激
減
し
、
以
前
に
比

べ
て
管
理
機
能
は
弱
体
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
南
運
河
近
く
の
九
宣

閘
か
ら
潮
宗
橋
ま
で
を
二
名
、
潮
宗
橋
か
ら
海
河
ま
で
を
三
名
で
担

当
し
た
。
彼
ら
は
馬
廠
減
河
近
く
の
村
に
住
み
、
南
北
運
河
河
務
局

に
雇
わ
れ
給
料
も
ら
い
、
河
に
異
変
が
あ
り
そ
う
な
時
に
は
、
河
務

局
に
報
告
し
た
。
そ
の
他
に
河
務
局
は
、
馬
廠
減
河
十
里
以
内
の
住

民
を
洪
水
防
止
な
ど
の
た
め
、
徴
用
す
る
こ
と
が
で
き
〉
41
〈

た
。

　
南
北
運
河
河
務
局
は
、
さ
ら
に
馬
廠
減
河
の
二
つ
の
閘
を
管
理
し

た
。
一
つ
は
南
運
河
と
の
分
岐
点
に
あ
る
静
海
県
の
九
宣
閘
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
閘
目
一
人
、閘
夫
四
人（
五
人
）が
配
置
さ
れ
、
南
北

運
河
河
務
局
か
ら
雇
わ
れ
給
料
が
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
農

業
や
九
宣
閘
管
理
人
の
炊
事
人
、
茶
店
兼
鍛
冶
屋
と
の
兼
業
で
あ

る
。
閘
夫
の
日
課
は
閘
入
り
口
に
あ
る
標
木
の
水
位
を
見
て
、
唐
官

屯
に
い
る
九
宣
閘
の
管
理
人
に
報
告
を
す
る
。
そ
の
他
に
管
理
人
の

命
を
受
け
て
閘
の
開
閉
を
行
う
。
下
流
の
水
田
の
需
水
期
は
新
暦

四
、五
、六
月
、
特
に
芒
種
節
（
陽
暦
六
月
六
日
）
以
後
で
あ
る
が
、

古
く
か
ら
の
習
わ
し
と
し
て
小
満
節
（
陽
暦
五
月
二
一
日
、
ま
た
は

二
二
日
）
前
後
に
閘
を
開
け
た
。
ま
た
盧
溝
橋
事
変
以
後
は
、
需
水

期
に
南
運
河
の
水
が
不
足
し
た
の
で
、
朝
八
時
か
ら
夕
方
ま
で
南
運

河
に
す
べ
て
の
水
を
流
し
、
夜
に
馬
廠
減
河
に
水
を
流
し
て
時
間
に

よ
り
分
水
し
た
。
そ
の
他
に
小
站
一
体
の
米
は
、
こ
の
時
期
軍
糧
城

に
あ
る
日
本
の
軍
糧
公
司
に
買
い
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
船
が

馬
廠
減
河
の
興
農
閘
の
上
流
の
小
站
の
槽
場
ま
で
く
る
時
に
は
、
日

本
側
の
指
示
に
よ
り
九
宣
閘
よ
り
放
水
し
、
馬
廠
減
河
を
航
行
可
能

に
し
〉
42
〈

た
。

　
も
う
一
つ
は
小
站
地
区
の
東
側
に
あ
る
興
農
閘
の
管
理
で
あ
る
。

そ
の
開
閉
は
九
宣
閘
と
関
連
が
あ
り
、
需
水
期
に
九
宣
閘
が
開
か
れ

る
と
そ
の
水
を
馬
廠
減
河
に
貯
め
る
た
め
に
閘
農
閘
は
閉
じ
た
。
そ

し
て
旧
暦
の
三
月
一
三
日
か
ら
八
月
一
五
日
ま
で
閘
を
閉
じ
て
い

た
。
閘
の
開
閉
は
閘
目
一
人
、
閘
夫
六
人
で
行
う
が
、
彼
ら
全
員
が

閘
農
閘
の
近
く
の
東
閘
村
の
出
身
で
、
南
北
運
河
河
務
局
に
雇
わ
れ

て
い
る
が
、
農
業
と
の
兼
業
で
あ
る
。
な
お
盧
溝
橋
事
変
ま
で
は
閘

農
閘
は
河
務
局
と
小
站
営
産（
営
房
）管
理
局
と
の
共
同
管
理
で
あ

り
、
閘
夫
の
給
料
の
一
部
も
小
站
営
産（
営
房
）管
理
局
が
負
担
し
て

い
て
、
当
時
は
閘
農
閘
の
管
理
を
め
ぐ
っ
て
両
組
織
の
意
思
疎
通
は

う
ま
く
い
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
南
北
運
河
河
務
局
の
み
の
管
轄

下
に
入
り
、
両
者
の
意
思
疎
通
は
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た
。
こ
の

点
は
小
站
地
区
を
管
理
し
て
い
る
小
站
営
産（
営
房
）管
理
局
、
そ
の

後
の
営
田
局
の
後
継
組
織
で
あ
る
農
田
管
理
局
側
に
と
っ
て
不
満
で

あ
っ
た
。
ま
た
盧
溝
橋
事
変
以
後
、
当
地
の
土
匪
李
秀
山
が
大
き
な

勢
力
を
持
ち
、
閘
の
開
閉
に
も
彼
の
承
諾
を
必
要
と
し
〉
43
〈

た
。
こ
の
点

も
南
北
運
河
河
務
局
の
水
利
管
理
機
能
の
低
下
を
現
す
象
徴
的
な
事
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件
で
あ
っ
た
。

⑵
　
河
北
省
小
站
農
田
管
理
局
の
水
利
管
理

　
小
站
営
産（
営
房
）管
理
局
は
、
冀
察
綏
靖
公
署
の
宋
哲
元
の
率
い

る
第
二
九
軍
が
日
本
軍
と
の
戦
闘
の
前
面
に
立
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

せ
い
か
、
盧
溝
橋
事
変
開
始
以
後
、
上
級
組
織
と
の
関
係
が
切
断
さ

れ
局
務
を
停
止
し
た
。
一
九
三
七
年
一
〇
月
、
日
本
軍
に
協
力
し
た

天
津
治
安
維
持
会
の
天
津
県
政
府
小
站
営
田
局
と
し
て
局
務
を
再
開

し
、
天
津
県
公
署
の
管
理
下
に
入
っ
た
。
一
九
三
八
年
三
月
、
河
北

省
天
津
県
政
府
小
站
営
田
局
と
改
名
し
た
。
一
二
月
、
河
北
省
小
站

営
田
局
と
改
称
し
、
河
北
省
公
署
建
設
庁
の
直
轄
と
な
り
、
一
九
四

一
年
一
月
、
河
北
省
小
站
農
田
管
理
局
と
改
名
し
た
（
以
下
農
田
管

理
局
と
略
称
す
〉
44
〈
る
）。

　
農
田
管
理
局
の
小
站
で
の
閘
や
河
の
管
理
は
、
比
較
的
大
き
な

「
三
閘
五
耳
河
」
に
対
象
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
水
利
管
理
機
能
の

低
下
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
対
象
と
な
る
の
は
馬
廠
減
河
北

岸
を
北
へ
流
れ
る
四
丈
河
と
そ
こ
に
あ
る
恵
元
閘
（
引
水
面
積
二
万

一
七
〇
〇
畝
）、
同
じ
く
北
岸
に
あ
る
肥
水
閘
（
引
水
面
積
一
万
三

二
〇
〇
畝
）
と
そ
こ
を
流
れ
て
先
で
分
岐
す
る
東
耳
河
と
北
耳
河
、

南
岸
に
あ
る
清
河
閘
（
引
水
面
積
一
万
五
四
〇
〇
畝
）
と
そ
こ
を
流

れ
て
先
で
分
岐
す
る
東
耳
河
と
西
耳
河
で
あ
る
。
閘
の
中
で
も
比
較

的
規
模
の
小
さ
い
南
双
閘
、
北
双
閘
、
北
閘
口
、
潮
水
閘
、
北
小

閘
、
南
潮
水
閘
等
多
く
の
閘
が
管
理
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
閘
の
管
理
は
村
や
個
人
の
管
理
に
任
さ
れ
た
。
三
閘
の
開

閉
は
、
閘
目
一
人
、
閘
夫
四
人
で
行
い
、
彼
ら
は
小
站
と
東
閘
村
の

出
身
で
農
田
管
理
局
に
雇
わ
れ
給
料
を
も
ら
い
、
農
業
と
の
兼
業
で

あ
る
。
彼
ら
は
興
農
閘
の
閘
夫
と
も
顔
見
知
り
で
あ
り
、
興
農
閘
の

開
閉
時
に
加
勢
に
い
っ
た
。
当
時
馬
廠
減
河
が
水
不
足
で
あ
っ
た
た

め
、
三
閘
は
た
い
て
い
開
い
て
い
た
が
、
増
水
期
に
は
閘
を
閉
め

た
。
ま
た
橋
に
つ
い
て
は
以
前
全
て
の
も
の
を
管
理
し
て
い
た
が
、

閘
が
あ
る
橋
の
み
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
た
だ
し
閘
に
つ
い
て



154

は
三
閘
し
か
管
理
し
な
か
っ
た
）。
満
鉄
の
調
査
以
前
に
、
閘
の
つ

い
て
い
な
い
交
通
用
の
橋
は
県
の
管
理
に
移
さ
れ
た
。
県
は
橋
を
修

理
す
る
場
合
に
は
、
費
用
や
労
働
力
の
提
供
を
各
村
に
割
り
当
て

た
。
な
お
非
常
に
小
さ
い
橋
は
、
村
や
個
人
が
管
理
し
〉
45
〈

た
。

　
農
田
管
理
局
の
管
理
下
の
農
田
で
も
閘
を
使
用
し
て
引
水
す
る
佃

戸
と
涵
洞
を
使
用
し
て
引
水
す
る
佃
戸
が
い
た
。
そ
の
場
合
に
閘
使

用
者
の
使
水
が
優
先
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
小
満
節
、
芒
種
節
以
後
、

新
暦
の
一
〇
月
ま
で
涵
洞
を
開
け
さ
せ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
芽
子
坵

（
苗
代
田
）
を
作
る
時
だ
け
は
、
涵
洞
を
開
け
る
こ
と
を
許
し
た
。

ま
た
新
し
く
涵
洞
を
作
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
な
お
涵
洞
の
修

理
は
所
有
者
の
負
担
で
あ
っ
〉
46
〈

た
。

　
そ
の
ほ
か
こ
の
時
期
の
大
き
な
問
題
は
、
馬
廠
減
河
上
流
で
日
本

の
開
拓
会
社
な
ど
が
水
田
を
開
墾
し
、
そ
の
た
め
に
涵
洞
を
作
っ
た

こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
上
流
の
南
運
河
と
の
分
岐
点
で
あ
る
九

宣
閘
付
近
で
、
日
本
の
盛
大
公
司
が
二
〇
〇
〇
畝
の
水
田
開
墾
を
始

め
、
馬
廠
減
河
に
涵
洞
を
作
っ
た
た
め
、
小
站
の
農
民
が
反
対
し

た
。
こ
の
話
は
南
北
運
河
河
務
局
よ
り
上
の
組
織
で
許
可
が
得
ら
れ

ず
、
盛
大
公
司
は
撤
退
し
農
民
に
賠
償
し
た
。
ま
た
中
塘
付
近
で
日

本
の
藤
井
公
司
が
勲
記
公
司
や
張
敬
堯
の
開
墾
し
た
土
地
を
買
収
し

て
ま
ず
五
〇
〇
〇
畝
の
水
田
を
開
こ
う
と
し
た
。
ま
た
一
朝
鮮
人

が
、
馬
廠
減
河
南
岸
の
趙
家
房
子
の
北
側
に
三
〇
〇
〇
畝
の
水
田
建

設
を
計
画
し
涵
洞
建
設
中
で
あ
っ
た
。
鹹
水
沽
新
民
会
の
日
本
人
と

思
わ
れ
る
小
泉
も
中
塘
付
近
で
涵
洞
の
建
設
を
計
画
し
た
。
特
に
こ

れ
ら
の
公
司
は
閘
か
ら
モ
ー
タ
ー
で
揚
水
を
す
る
の
で
馬
廠
減
河
の

水
量
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
小
站
の
農
民
が
反
対
し
、

一
九
四
一
年
小
站
の
農
会
が
小
站
農
田
管
理
局
に
「
禁
止
上
流
建
閘

闢
地
」
と
い
う
請
願
を
し
、
省
公
署
の
認
可
を
得
て
、
農
田
管
理
局

は
八
月
に
「
河
北
省
小
站
農
田
管
理
局
所
轄
農
田
及
減
河
附
近
民
田

需
水
辨
法
」
を
出
し
、
上
流
に
民
田
を
開
墾
し
閘
や
涵
洞
を
作
る
こ

と
を
禁
止
し
〉
47
〈

た
。

　
耳
河
は
放
っ
て
お
く
と
河
底
に
土
砂
が
た
ま
り
、
三
尺
、
五
尺
と

な
り
、
水
の
流
れ
を
阻
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
農
田
管
理
局
は
、
本
来

毎
年
五
耳
河
の
河
底
を
掘
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
掘
る

た
め
に
は
三
万
元
必
要
で
あ
っ
た
が
、
資
金
難
で
六
〇
〇
〇
元
の
資

金
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
多
く
が
保
長
兼
農
会
の
幹
事
長
を
し

て
い
る
佃
戸
の
代
表
と
相
談
し
、
不
足
額
は
佃
戸
側
が
各
村
で
分
担

し
、
掘
る
箇
所
や
実
施
時
期
を
決
め
、
労
働
力
を
提
供
し
た
。
農
田

管
理
局
は
佃
戸
代
表
の
実
施
計
画
に
応
じ
て
六
〇
〇
〇
元
を
分
配

し
、
工
事
も
佃
戸
側
に
任
せ
た
。
な
お
工
事
の
労
働
者
の
半
数
は
小

站
の
佃
戸
が
占
め
た
が
、
そ
れ
以
外
は
春
先
か
ら
農
作
業
に
雇
わ
れ

る
た
め
に
津
浦
鉄
路
や
山
東
か
ら
来
た
苦
力
が
占
め
た
。
ま
た
五
耳

河
の
本
流
以
外
も
掘
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
佃
戸
が
行
っ

た
。
な
お
土
匪
李
秀
山
は
農
会
に
も
勢
力
を
拡
大
し
て
影
響
力
を
及

ぼ
し
〉
48
〈
た
。
こ
の
よ
う
に
農
田
管
理
局
は
資
金
不
足
の
た
め
に
、
佃
戸

側
の
協
力
無
し
に
は
五
耳
河
の
浚
渫
す
ら
行
え
ず
、
こ
こ
で
も
水
利

管
理
機
能
の
低
下
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
土
砂
で
埋
ま
っ
た
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耳
河
の
河
道
の
変
更
や
溝
の
移
設
も
、
関
係
す
る
佃
戸
が
農
田
管
理

局
に
請
願
を
し
て
、
彼
ら
の
費
用
負
担
で
行
わ
れ
〉
49
〈

た
。

　
こ
の
よ
う
に
農
田
管
理
局
が
十
分
な
水
利
管
理
を
行
え
な
い
の

は
、
収
入
不
足
も
あ
っ
た
。
従
来
河
底
の
浚
渫
等
水
利
施
設
の
修
理

に
は
佃
戸
か
ら
の
小
作
料
収
入
や
水
利
費
収
入
に
頼
っ
て
い
た
。
農

田
管
理
局
の
一
九
四
一
年
度
の
収
入
源
、
お
よ
び
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
小
作
料
額
は
、
①
地
租
（
四
万
八
四
四
八
・
〇
〇
五
元
）、
②

葦
湖
租
（
三
一
七
三
・
五
七
三
元
）、
③
水
利
費
（
二
一
八
九
・
〇
一

三
元
）、
計
五
万
三
八
一
〇
・
五
九
一
元
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

れ
で
は
経
常
費
を
支
出
し
た
上
で
五
耳
河
の
河
底
を
掘
る
費
用
三
万

元
を
出
す
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。

　
次
に
「
修
正
河
北
省
小
站
農
田
管
理
局
徴
収
各
項
租
費
規
則
」

（
一
九
四
一
年
六
月
省
認
可
施
行
）
に
よ
っ
て
、
租
費
徴
収
の
対
象

と
な
っ
た
土
地
を
述
べ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
地
租
│
稲
田
、
区
田
（
ど
ち
ら
も
水
田
）、
旱
田
、
荒
地
（
荒

れ
地
で
引
水
で
き
な
い
ア
ル
カ
リ
地
、
秋
草
が
で
き
る
）、
荒

場
（
荒
れ
地
で
労
力
を
加
え
れ
ば
水
田
に
す
る
こ
と
も
可
能
な

土
地
）、
河
埂
（
河
を
浚
渫
し
た
土
で
で
き
た
堤
防
の
土
地
、

豆
や
麦
を
作
る
）、
河
辺
等
。

　
②
葦
湖
租
│
葦
坑
、
葦
溝
（
葦
の
と
れ
る
土
地
）、
魚
葦
（
葦
と

魚
の
と
れ
る
土
地
）、
洩
水
溝
、
洩
水
河
（
葦
を
植
え
た
り
、

魚
を
と
れ
る
土
地
）、
荒
坑
（
放
任
さ
れ
て
い
る
坑
に
自
然
に

生
え
た
牧
草
を
と
る
土
地
）
等
。

　
③
水
利
費
│
農
田
管
理
局
管
轄
下
の
土
地
か
ら
は
水
利
費
は
と
ら

ず
、
管
轄
外
の
民
田
で
管
轄
地
の
境
界
か
ら
二
里
以
内
の
土
地

で
用
水
し
て
い
る
農
家
か
ら
と
る
。
一
九
四
二
年
か
ら
五
里
以

内
に
拡
大
し
〉
50
〈

て
増
収
を
目
指
し
た
。

⑶
　
農
田

　
天
津
県
第
七
区
小
站
郷
の
農
田
管
理
局
の
管
轄
下
の
官
田
（
当
時

農
田
管
理
局
の
管
轄
し
て
い
た
新
城
、
軍
糧
城
、
鹹
水
沽
等
の
官
田

は
含
ま
な
い
）
は
、
五
万
八
三
〇
〇
畝
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
一
八

〇
〇
畝
の
旱
田
以
外
は
す
べ
て
水
田
で
あ
っ
た
。
こ
の
広
さ
は
周
盛

伝
時
代
の
六
万
畝
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
満
鉄
の
調
査
で
は
こ

の
時
期
ま
で
に
荒
廃
し
た
水
田
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
も
あ
る
の

で
、
こ
の
数
字
は
農
田
管
理
局
に
登
録
さ
れ
て
い
る
土
地
の
面
積

で
、
実
際
に
耕
種
可
能
な
の
は
も
っ
と
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
他
に
三
万
畝
の
民
田
の
水
田
が
あ
っ
た
。
米
が
全
体

の
七
、八
割
の
生
産
を
占
め
、
そ
の
他
に
高
粱
、
玉
米
が
生
産
さ

れ
、
ま
た
葦
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
と
れ
〉
51
〈
た
。

　
栽
培
さ
れ
る
稲
の
品
種
に
つ
い
て
は
、
従
来
白
芒
子
、
紅
芒
子
、

一
九
三
〇
年
代
に
胡
蘆
頭
が
入
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
た
が
、
盧
溝
橋

事
変
以
後
、
日
本
種
の
陸
羽
、
愛
国
、
銀
坊
主
な
ど
が
激
増
し
、
在

来
種
の
白
芒
子
は
無
く
な
り
、
紅
芒
子
は
少
な
く
な
り
、
在
来
種
と

日
本
種
の
比
率
は
二
対
八
に
な
っ
た
。
日
本
種
が
激
増
し
た
理
由
は

収
穫
高
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
日
本
種
は
種
子
を
日
本
の
軍
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糧
公
司
か
ら
買
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
種
子
の
量
や
水
も
多
く
必
要
で

あ
っ
た
。
収
穫
し
た
米
も
一
九
四
一
年
以
後
、
軍
糧
公
司
に
売
る
よ

う
に
な
り
、
一
九
四
二
年
以
後
は
軍
糧
公
司
し
か
売
れ
な
く
な
り
、

私
蔵
も
許
さ
れ
な
く
な
っ
〉
52
〈

た
。
こ
の
よ
う
に
小
站
は
米
の
生
産
レ
ベ

ル
で
日
本
の
占
領
統
治
の
末
端
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
佃
戸
に
よ
る
農
業
経
営
の
面
で
は
、
多
く
の
外
地
、
す
な
わ
ち
山

東
省
各
県
や
河
北
省
の
静
海
、
青
、
滄
、
東
光
、
塩
山
、
大
名
な
ど

の
県
な
ど
か
ら
来
る
短
工
を
雇
用
し
て
行
っ
た
。
特
に
短
工
を
雇
用

す
る
の
は
、
旧
暦
四
月
の
栽
秧
（
苗
代
田
か
ら
田
に
苗
を
移
植
す

る
）
の
時
と
八
月
一
五
日
頃
（
早
稲
）
お
よ
び
九
月
半
ば
か
ら
一
〇

月
初
め
（
晩
稲
）
の
収
穫
の
時
で
あ
る
。
栽
秧
の
時
は
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
の
佃
戸
が
短
工
を
雇
用
す
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
毎
日
五

〇
〇
人
か
ら
一
〇
〇
〇
人
が
や
っ
て
き
て
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
二

週
間
続
く
。
雇
用
す
る
数
は
四
、五
〇
畝
の
水
田
で
一
〇
人
前
後
で

あ
っ
た
。
そ
の
他
に
一
年
中
農
業
労
働
に
雇
わ
れ
て
い
る
年
工
、
夥

計
が
い
た
。
収
穫
の
時
に
は
、
刈
っ
た
稲
を
束
に
し
て
二
、三
日
現

場
に
立
て
か
け
て
風
に
当
て
、
そ
れ
が
盗
ま
れ
な
い
よ
う
に
青
苗
会

を
作
っ
て
看
青
的
を
雇
っ
て
見
張
り
を
さ
せ
〉
53
〈

た
。

　
こ
の
時
期
、佃
戸
が
永
佃（
永
小
作
）地
を
さ
ら
に
一
年
ご
と
の
期

限
で
小
佃
戸
に
小
作
さ
せ
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
か
な
り
行

わ
れ
て
い
て
、
そ
の
割
合
は
佃
戸
の
三
、四
割
、
耕
作
面
積
の
二
、三

割
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
農
田
管
理
局
の
許
可
を
得
る
必
要
が

な
か
っ
た
。
ま
た
佃
戸
が
永
佃
地
の
小
作
権
、
使
用
権
を
他
人
に
売

買
す
る
こ
と
も
多
く
行
わ
れ
た
。
そ
の
相
場
は
、
一
畝
に
つ
き
二
、

三
〇
〇
元
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
は
当
事
者
が
農
田
管
理
局

に
来
て
事
情
を
話
し
、
名
義
書
換
を
し
て
新
執
照
（
許
可
証
）
を
受

け
取
っ
た
。
た
だ
盧
溝
橋
事
変
の
混
乱
に
乗
じ
て
、
佃
戸
が
農
田
管

理
局
に
秘
密
に
永
佃
地
の
使
用
権
を
譲
っ
た
例
が
多
か
っ
た
。
そ
の

他
に
佃
戸
は
農
田
管
理
局
に
無
断
で
、
永
佃
地
を
質
入
れ
し
た
り
、

抵
当
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
の
価
格
は
、
ど
ち
ら
も
一
畝

あ
た
り
二
〇
〇
元
ぐ
ら
い
で
あ
っ
〉
54
〈

た
。
こ
れ
ら
は
農
田
管
理
局
の
佃

戸
管
理
の
弱
体
化
の
要
因
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
佃
戸
の
永
久
的

な
小
作
権
、
土
地
使
用
権
が
権
利
化
し
ほ
か
の
佃
戸
に
貸
さ
れ
た

り
、
売
買
さ
れ
た
り
、
質
入
れ
や
抵
当
の
対
象
に
な
っ
た
。
な
お
佃

戸
は
農
田
管
理
局
へ
の
租
以
外
に
、
県
公
署
の
畝
捐
七
角
、
郷
公
所

の
分
担
金
を
負
担
し
〉
55
〈
た
。

お
わ
り
に

　
以
上
述
べ
た
点
を
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。
周
盛
伝
に
よ
る
小
站
墾

区
の
水
利
建
設
は
、
光
緒
元
年
か
ら
始
ま
る
第
一
期
工
事
で
海
河
の

水
を
引
き
、
光
緒
六
年
の
第
二
期
工
事
で
南
運
河
の
水
を
、
馬
廠
減

河
を
通
じ
て
小
站
墾
区
に
引
い
た
。
南
運
河
の
軟
水
は
、
小
站
墾
区

の
塩
を
と
り
除
く
の
に
大
変
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
開
墾
さ
れ

た
小
站
と
新
城
墾
区
の
熟
田
は
六
万
畝
を
下
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
工

事
は
清
朝
の
財
政
困
難
に
よ
り
民
夫
を
雇
え
ず
、
第
一
期
は
盛
軍
兵
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士
の
み
で
、
第
二
期
は
他
軍
の
応
援
を
得
て
行
っ
た
。
ま
た
こ
の
工

事
は
哥
老
会
の
襲
撃
や
大
飢
饉
に
直
面
し
な
が
ら
行
わ
れ
た
。
耕
種

の
面
で
は
、
早
く
か
ら
兵
士
は
そ
れ
に
携
わ
ら
ず
、
盛
軍
の
営
務
処

が
永
小
作
権
を
認
め
た
小
作
人
と
営
が
直
接
雇
用
し
た
民
人
が
行
っ

た
。
そ
の
他
に
馬
廠
減
河
や
耳
河
沿
い
の
橋
や
閘
の
管
理
の
た
め
に

盛
軍
の
下
で
汛
兵
一
二
〇
名
が
置
か
れ
た
。

　
清
末
日
清
戦
争
後
、
直
隷
総
督
の
下
で
小
站
営
田
局
が
建
設
さ

れ
、
小
站
や
新
城
の
営
田
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
営
田
は
軍
田

か
ら
官
田
に
な
っ
た
。
ま
た
小
站
に
は
袁
世
凱
の
率
い
る
新
軍
が
駐

屯
し
て
訓
練
を
行
っ
た
。
小
站
営
田
局
は
馬
廠
減
河
上
流
で
用
水
は

営
田
優
先
に
す
る
な
ど
条
件
付
き
で
民
田
開
墾
を
認
め
た
。
し
か
し

な
が
ら
一
九
〇
〇
年
後
、
清
朝
の
光
緒
新
政
に
よ
る
産
業
育
成
策
も

あ
り
、
富
裕
な
士
紳
、
大
商
人
、
株
を
集
め
た
公
司
が
馬
廠
減
河
上

流
で
大
規
模
な
開
墾
を
し
て
涵
洞
や
閘
を
作
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
使

水
と
南
運
河
の
水
量
の
激
減
に
よ
り
、
小
站
と
新
城
の
営
田
の
う
ち

一
万
畝
が
荒
廃
し
、
四
万
畝
が
十
分
な
収
穫
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

そ
の
た
め
営
田
局
は
、
南
運
河
の
水
量
に
か
か
わ
ら
ず
芒
種
節
の
前

後
一
四
日
は
営
田
が
使
水
を
す
る
と
か
、
民
田
の
う
ち
用
水
の
必
要

性
が
作
れ
る
地
域
を
限
定
し
て
、
営
田
の
利
益
を
守
ろ
う
と
し
た
。

　
民
国
以
後
、
河
務
局
が
馬
廠
減
河
の
堤
防
の
管
理
に
関
与
し
、
河

兵
を
派
遣
し
た
。
ま
た
そ
れ
以
前
か
ら
南
運
河
の
分
岐
点
に
あ
る
九

宣
閘
お
よ
び
興
農
閘
の
近
く
の
東
閘
口
に
閘
夫
を
配
置
し
た
。
こ
の

時
期
、
軍
閥
な
ど
に
よ
る
小
站
上
流
で
の
大
規
模
な
開
墾
が
進
ん

だ
。
用
水
を
め
ぐ
っ
て
小
站
の
村
民
と
他
村
の
村
民
と
の
衝
突
が
起

こ
り
、
ま
た
静
海
県
村
民
と
の
水
争
い
が
起
き
、
そ
の
時
は
小
站
が

優
先
的
な
用
水
権
を
認
め
ら
れ
た
。
営
田
局
に
つ
い
て
は
、
一
時
、

南
開
大
学
の
下
に
置
か
れ
小
站
も
校
田
と
な
っ
た
が
、
一
九
三
七

年
、
宋
哲
元
の
率
い
る
冀
察
綏
靖
公
署
が
回
収
し
小
站
営
産（
営
房
）

管
理
局
を
置
き
、
小
站
は
再
び
官
田
と
な
っ
た
。

　
日
中
戦
争
開
始
後
、
南
北
運
河
河
務
局
が
馬
廠
減
河
お
よ
び
そ
れ

に
平
行
す
る
耳
河
ま
で
管
理
し
、
工
巡
夫
（
河
兵
）
を
派
遣
し
た

が
、
そ
の
数
は
五
人
し
か
お
ら
ず
、
以
前
に
比
べ
て
水
利
管
理
機
能

は
弱
体
化
し
た
。
た
だ
洪
水
防
止
な
ど
の
た
め
に
馬
廠
減
河
十
里
以

内
の
住
民
を
徴
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
他
に
九
宣
閘
を
管
理

し
、
小
站
の
需
水
期
に
南
運
河
の
水
量
が
少
な
い
時
に
は
、
昼
は
南

運
河
に
水
を
流
し
、
夜
は
馬
廠
減
河
に
水
を
流
し
、
小
站
の
水
を
確

保
し
た
。
興
農
閘
は
以
前
、
小
站
営
産（
営
房
）管
理
局
の
後
継
組
織

で
あ
る
営
田
局
と
共
同
管
理
で
あ
っ
た
が
、
南
北
運
河
河
務
局
の
単

独
管
理
に
な
り
、
両
者
の
意
思
疎
通
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
っ
た
。

　
営
田
局
は
一
九
四
一
年
河
北
省
小
站
農
田
管
理
局
と
な
っ
た
が
、

管
理
で
き
る
の
は
比
較
的
大
き
い
三
閘
五
耳
河
、
お
よ
び
閘
の
あ
る

橋
の
み
で
あ
り
、
小
さ
な
閘
や
支
溝
や
閘
の
な
い
橋
な
ど
は
、
個
人

や
村
、
県
が
管
理
し
た
。
ま
た
農
田
管
理
局
は
五
耳
河
の
浚
渫
で
す

ら
資
金
の
一
部
を
負
担
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、
残
り
の
資
金
は
佃
戸

が
分
担
し
、
工
事
も
佃
戸
側
が
行
い
、
農
田
管
理
局
の
水
利
管
理
機

能
が
弱
体
化
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
佃
戸
か
ら
の
小
作
料
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収
入
や
水
利
費
収
入
に
頼
る
農
田
管
理
局
の
収
入
不
足
が
あ
っ
た
。

な
お
上
流
で
日
本
の
開
拓
会
社
が
水
田
を
開
発
し
、
閘
や
涵
洞
を
作

る
こ
と
が
顕
著
で
あ
っ
た
の
で
、
農
田
管
理
局
は
そ
れ
ら
を
禁
止
し

た
。

　
小
站
で
栽
培
す
る
稲
の
品
種
に
つ
い
て
は
、
日
本
種
が
激
増
し

た
。
そ
の
理
由
は
日
本
種
の
方
が
収
穫
が
多
い
か
ら
で
あ
る
が
、
種

子
は
日
本
の
軍
糧
公
司
か
ら
買
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
九
四
二
年
以

後
、
米
は
軍
糧
公
司
の
み
し
か
売
れ
ず
、
小
站
は
米
の
生
産
レ
ベ
ル

で
日
本
の
占
領
統
治
の
末
端
に
組
み
込
ま
れ
た
。
農
業
経
営
の
面
で

は
、
多
く
の
外
地
か
ら
の
労
働
者
を
短
工
や
年
工
、
夥
計
と
し
て
雇

用
し
た
。
ま
た
佃
戸
の
永
久
的
な
小
作
権
、
土
地
使
用
権
が
権
利
化

し
、
そ
れ
が
農
田
管
理
局
に
無
断
で
ほ
か
の
佃
戸
に
貸
さ
れ
た
り
、

売
買
さ
れ
た
り
、
質
入
れ
や
抵
当
の
対
象
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
は
農
田
管
理
局
の
佃
戸
管
理
の
弱
体
化
を
も
た
ら
し
た
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
山
西
大
学
主
催
で
中
国
、
臨
汾
で
二
〇
一
〇
年
八
月

一
二
日
に
行
わ
れ
た
「
首
届
中
国
水
利
社
会
史
国
際
学
術
研
討
会
」

で
口
頭
で
報
告
し
、
そ
の
後
そ
の
一
部
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

注〈
1
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
。

〈
2
〉 

河
北
省
邢
台
県
を
対
象
と
し
て
の
研
究
史
に
つ
い
て
最
近
整
理

し
た
も
の
と
し
て
は
、
森
田
明
「『
水
利
共
同
体
』
論
に
関
す
る
中

国
か
ら
の
批
判
と
提
言
」（『
東
洋
史
訪
』
一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）

を
参
照
。
な
お
私
自
身
も
河
北
省
邢
台
県
の
水
利
に
つ
い
て
、
最
近

「
近
代
中
国
華
北
農
村
の
水
利
組
織
と
村
落
、
宗
教
圏
に
つ
い
て

│
│
河
北
省
邢
台
県
を
例
と
し
て
」（『
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所

紀
要
』
第
一
三
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
書
い
た
。

〈
3
〉 

郭
鴻
林
「
清
代
周
盛
伝
小
站
屯
墾
述
略
」（『
古
今
農
業
』
一
九

九
一
年
第
三
期
）。
以
下
で
は
郭
鴻
林
論
文
と
略
称
す
る
。

〈
4
〉 

王
建
革
「
華
北
平
原
水
利
与
社
会
分
析
（
一
三
六
八

－

一
九
四

九
）」（『
中
国
農
史
』
第
一
九
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
〇
年
）。
以
下
で

は
王
建
革
論
文
と
略
称
す
る
。

〈
5
〉 

王
建
革
『
伝
統
社
会
末
期
華
北
農
村
生
態
与
社
会
』
生
活
・
読

書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
以
下
で
は
王
建
革
著
書
と
略

称
す
る
。

〈
6
〉 

「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」（
周
家
駒
編
『
周
武
壮
公
遺
書
』

巻
首
、
光
緒
三
一
年
〈
一
九
〇
五
〉、
た
だ
し
文
海
出
版
社
、
一
九

六
九
年
影
印
本
に
よ
る
）、「
周
盛
伝
」（
趙
爾
巽
等
撰
『
清
史
稿
』

巻
四
一
六 

列
伝
二
〇
三
、
一
九
二
七
年
、
た
だ
し
中
華
書
局
、
一

九
七
七
年
出
版
に
よ
る
）。

〈
7
〉 

「
減
河
」（
民
国
『
静
海
県
志
』
丑
集 

土
地
部
、
一
九
三
四

年
、
た
だ
し
成
文
出
版
社
、
一
九
六
八
年
影
印
本
に
よ
る
）。

〈
8
〉 
「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」、
郭
鴻
林
論
文
、
三
七
頁
。

〈
9
〉 
「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」。

〈
10
〉 
「
年
譜 
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」、『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六

巻
、
一
九
二

－

一
九
三
頁
。
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〈
11
〉 

「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」、
郭
鴻
林
論
文
、
三
七
頁
。

〈
12
〉 
「
年
譜 

（
原
名
磨
盾
紀
実
）」、「
変
通
新
城
田
畝
為
義
学
経
費

禀
」（
周
家
駒
編
『
周
武
壮
公
遺
書
』
巻
九
、
行
実
編
、
光
緒
三
一

年
〈
一
九
〇
五
〉）。

〈
13
〉 

朱
壽
朋
編
『
光
緒
朝
東
華
録
』
光
緒
六
年
六
月
条
（
た
だ
し
中

華
書
局
、
一
九
五
八
年
出
版
に
よ
る
）。

〈
14
〉 

「
変
通
新
城
田
畝
為
義
学
経
費
禀
」。

〈
15
〉 

「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」。

〈
16
〉 

「
民
領
熟
田
禀
」（
周
家
駒
編
『
周
武
壮
公
遺
書
』
巻
七 

屯
政

編
、
光
緒
三
一
年
〈
一
九
〇
五
〉）。

〈
17
〉 

「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」。

〈
18
〉 

「
飭
県
領
発
田
照
禀
」（
周
家
駒
編
『
周
武
壮
公
遺
書
』
巻
七 

屯

政
編
、
光
緒
三
一
年
〈
一
九
〇
五
〉）。

〈
19
〉 

「
民
領
熟
田
禀
」。

〈
20
〉 

「
水
利
応
行
事
宜
三
条
」（
周
家
駒
編
『
周
武
壮
公
遺
書
』
巻

七 

屯
政
編
、
光
緒
三
一
年
〈
一
九
〇
五
〉）。

〈
21
〉 

「
周
盛
伝
」「
周
海
波
」（
趙
爾
巽
等
撰
『
清
史
稿
』
巻
四
一
六 

列

伝
二
〇
三
、
一
九
二
七
年
）、「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」、
郭
鴻
林

論
文
、
三
五
頁
。
な
お
周
盛
伝
の
没
年
は
、「
周
盛
伝
」
で
は
光
緒

一
〇
年
と
な
っ
て
い
る
が
、「
年
譜
（
原
名
磨
盾
紀
実
）」
に
よ
れ

ば
、
彼
は
光
緒
一
〇
年
に
は
ま
だ
生
存
し
て
活
動
し
て
お
り
、
光
緒

一
一
年
に
死
亡
し
た
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
光
緒
一
一
年
と
し
た
。

〈
22
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
九
頁
。

〈
23
〉 

「
直
隷
営
田
局
禀
覆
核
議
張
道
籌
擬
営
田
辧
法
文
並
批
」（
甘
厚

慈
輯
『
北
洋
公
牘
類
纂
続
編
』
巻
二
〇 

水
利
、
宣
統
二
年
〈
一
九

一
〇
〉、
た
だ
し
文
海
出
版
社
、
一
九
九
九
年
影
印
本
に
よ
る
）。

〈
24
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
九
二
頁
。

〈
25
〉 

陳
光
裕
「“
小
站
稲
”
的
歴
史
源
流
」（『
中
学
歴
史
教
学
』
一

九
九
五
年
第
一
二
期
、
一
八
頁
）、「
天
津
道
詳
減
河
水
小
営
田
溝
渠

乾
涸
提
啓
九
宣
閘
板
以
恤
農
艱
請
査
核
文
並
批
」（
甘
厚
慈
輯
『
北

洋
公
牘
類
纂
続
編
』
巻
二
〇 

水
利
、
宣
統
二
年
〈
一
九
一
〇
〉）
で

は
天
津
営
田
墾
務
総
局
と
記
さ
れ
て
い
る
。

〈
26
〉 

「
直
隷
営
田
局
禀
覆
核
議
張
道
籌
擬
営
田
辧
法
文
並
批
」。

〈
27
〉 

右
に
同
じ
。

〈
28
〉 

右
に
同
じ
。

〈
29
〉 

「
天
津
小
站
営
田
局
詳
佃
民
請
示
禁
減
河
南
岸
安
設
鉄
桶
応
否

照
准
文
並
批
」（
甘
厚
慈
輯
『
北
洋
公
牘
類
纂
』
巻
二
四 

農
務
（
水

利
附
）、
光
緒
三
三
年
〈
一
九
〇
七
〉、
た
だ
し
文
海
出
版
社
、
一
九

六
六
年
影
印
本
に
よ
る
）。

〈
30
〉 

「
直
隷
営
田
局
詳
営
田
溝
渠
乾
涸
稲
秧
枯
槁
請
提
九
宣
閘
放
水

文
並
批
」（
甘
厚
慈
輯
『
北
洋
公
牘
類
纂
続
編
』
巻
二
〇 

水
利
、
宣

統
二
年
〈
一
九
一
〇
〉）。

〈
31
〉 

「
直
隷
営
田
局
禀
覆
核
議
張
道
籌
擬
営
田
辧
法
文
並
批
」。

〈
32
〉 

「
直
隷
営
田
局
詳
定
小
站
営
民
各
田
善
後
章
程
」（
甘
厚
慈
輯

『
北
洋
公
牘
類
纂
続
編
』
巻
二
〇 

水
利
、
宣
統
二
年
〈
一
九
一
〇
〉）。

〈
33
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
七
七
、一
九
二
頁
。

〈
34
〉 

右
に
同
じ
。

〈
35
〉 
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
九
、一
九
二
頁
、
李
暢

興
「
小
站
和
小
站
稲
今
昔
」（『
天
津
農
林
科
技
』
一
九
九
六
年
第
四

期
、
三
四
頁
）。
な
お
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
九
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頁
で
は
小
站
営
産
管
理
局
と
な
っ
て
お
り
、
一
九
二
頁
で
は
営
産
営

房
管
理
局
と
な
っ
て
お
り
、
ど
ち
ら
と
も
確
定
で
き
な
い
の
で
、
小

站
営
産（
営
房
）管
理
局
と
表
記
す
る
。

〈
36
〉 
『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
〇
七
、二
二
二
頁
。

〈
37
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
二
二
頁
。
な
お
「
種
福

台
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
種
の
字
は
カ
タ
カ
ナ
で
、
中

国
語
の
音
を
当
て
た
と
思
わ
れ
る
「
ツ
ン
」（tun

）
と
書
か
れ
、
全

部
の
表
記
は
「
ツ
ン
福
台
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

〈
38
〉 

天
野
元
之
助
「
中
国
に
お
け
る
水
利
慣
行
」（『
史
林
』
第
三
八

巻
第
六
号
、
一
九
五
五
年
、
一
四
四
頁
）。
な
お
天
野
元
之
助
は
、

こ
の
話
を
『
天
津
大
公
報
』
一
九
三
四
年
一
一
月
二
六
日
の
記
事
と

し
て
い
る
が
、『
天
津
大
公
報
』
の
該
当
日
に
は
こ
の
記
事
は
載
っ

て
い
な
い
。

〈
39
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
〇
六
頁
。

〈
40
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
二
二
頁
。

〈
41
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
九
、一
九
二
、二
〇
七
、

二
一
二

－

二
一
三
頁
。

〈
42
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
一
八

－

二
一
〇
頁
。
な

お
閘
夫
の
数
は
、
二
〇
八
頁
で
は
五
人
で
あ
り
、
二
一
〇
頁
で
は
四

人
で
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
確
定
で
き
な
い
の
で
閘
夫
四
人
（
五
人
）

と
表
記
す
る
。

〈
43
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
一
三

－

二
一
四
、二
一
六

頁
。

〈
44
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
九
、一
九
二
頁
。

〈
45
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
〇
三

－

二
〇
五
、二
一
六

－

二
一
八
頁
。

〈
46
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
二
二

－

二
二
三
頁
。
な

お
二
二
三
頁
で
は
、
満
種
と
な
っ
て
い
る
の
は
芒
種
の
誤
り
で
あ
ろ

う
。

〈
47
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
〇
六

－

二
〇
七
頁
。

〈
48
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
一
八

－

二
一
九
頁
。

〈
49
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
二
〇

－

二
二
二
頁
。

〈
50
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
九
七

－

一
九
九
頁
。

〈
51
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
〇

－

一
八
一
頁
。

〈
52
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
四

－

一
八
五
、一
八
七

－

一
八
八
頁
。

〈
53
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
一
八
六

－

一
八
九
頁
。

〈
54
〉 

『
中
国
農
村
慣
行
調
査
』
第
六
巻
、
二
〇
二
頁
。

〈
55
〉 

右
に
同
じ
。


